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治験書類等運搬及び保管業務に係る仕様書（案）

Ⅰ 目的

  本件は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター

（以下「委託者」という。）における、治験書類等に対する運搬及び保管

（廃棄および保管箱の提供を含む）の業務の委託を行うものである。

Ⅱ 契約

１ 契約期間  2024年４月１日～2025年３月31日

２ 業務委託場所 神奈川県立がんセンター

Ⅲ 業務内容

  治験書類等の入庫、保管、出庫、閲覧対応、集荷、配達、廃棄、緊急配達

業務

Ⅳ 業務内容の内訳

１ 治験書類等の運搬（入庫、出庫、集荷、配達、緊急配達業務）

1-1 委託者から当該業務を受託した者（以下「受託者」という。）への

出庫等指図方法は、委託者が受託者に予め届け出た印鑑を押印した

出庫等指図書等を、委託者から受託者にファクシミリ等の手段で送

信し、受託者がその受信紙を受領したことを以って、正規の出庫等

指図とすること。

1-2 受託者は、業務を実施したときは出荷報告書及び受取書を委託者に

提出し、委託者の指定する職員の検査を受けること。

1-3 委託者からの集荷又は配達の依頼について、土日、祝祭日及び年末

年始（12月30日から１月４日まで）を除く、遅くとも午前９時から、

早くとも午後４時までの間を受付時間とすること。

1-4 受託者は、受付時間内に受け付けた日を起算日として、翌々営業日

までに集荷又は配達を行うものとすること。

1-5 緊急配達として、営業日の遅くとも午前10時までに受け付けた出庫

等指図書等に基づき、遅くとも当日午後４時までの配達に対応でき

ること。

1-6 自動車を使用して物品等を配送又は運搬する場合は、低公害車（排

出ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ない

と認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定された
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ものをいう。）の使用及びエコドライブ（アイドリングストップや

急発進、急加速をしないなど、環境に配慮した自動車の使い方をい

う。）を実施すること。

２ 保管業務

2-1 当院における治験書類等を、ダンボール箱（箱サイズは概ね41×33 

×31(cm）以内とする）で保管すること。なお、2024年３月時点の保

管総数は1316箱であり、これらを一の敷地内に存在する建物内で保

管することが可能なこと。

2-2 受託者は保管中の治験書類等に関して、受託者の負担で１箱あたり

5,000円以上の火災保険を付すること。

2-3 治験書類等の初期移管（箱詰め、積込み、運送、入庫）に係る作業

は受託者が行うこと。また、保管箱ごとの治験書類等番号の明細を

作成し、保管箱ごとにＩＤ番号を付与し、明細及びＩＤ番号を委託

者に通知すること。

３ 廃棄業務

    委託者が指定する治験書類等を、溶解処理が可能な工場まで運搬し、

溶解処理を施す業者に引き渡すこと。溶解処理後は、当該業者が発

行する証明書を委託者に引き渡すこと。

４ 閲覧対応

    委託者の求めた場合に、治験書類等が保管されている建物等におい

て、直接、当該書類等を閲覧することが可能であること。

５ 毎月の見込数量

金額は項単価と見込数量の積により計算する。なお、見込み数量は

本契約期間にわたっての目安であり契約期間にわたって記載の数量

の発注を保証するものではない。

項目
毎月

見込数量
算定方法

保管 3900箱

歴日により１日から10日まで、11日から20日まで、21日

から月末までをそれぞれ１期とした、１か月３期制とす

る。毎月の各期末に保管中の文書保存箱等数の合計数に

当該月の出庫数（85箱予定）を加えた数。

入庫 85箱 当月１日から末日までに入庫した文書保存箱等数

出庫 85箱 当月１日から末日までに出庫した文書保存箱等数
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閲覧 １箱 当月１日から末日までに閲覧した文書保存箱等数

集荷 85箱
当月１日から末日までに集荷した文書保存箱等数

ただし、廃棄のために運搬した数は含まない。

配達 85箱
当月１日から末日までに配達した文書保存箱等数

ただし、廃棄のために運搬した数は含まない。

緊急

配達
１回 当月１日から末日までに緊急配達した回数

廃棄 １箱 当月１日から末日までに廃棄した文書保存箱等数

空箱 20枚 当月１日から末日までに依頼した枚数

寄託価額については、文書保存箱等１箱（個）当たり5,000円以上とし、

受注者の負担で保険を付保すること。

Ⅴ その他

１ 個人情報保護への配慮

・受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構

築し、その体制を維持すること。また、個人情報の取扱いの責任者及

び業務に従事する者を指名し、予め委託者に届け出ること。

・個人情報の保護に対する意識の向上を図るため、個人情報の取扱いの

責任者及び業務に従事する者に対し、個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）その他関

係法令の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことの

ないよう最大限努めること。

２ 受託者が現に当該業務を受託している者（以下「現受託者」とい

う。）と異なる場合、受託者の責任において、委託者を交えた上で、

現受託者と保管物の引継ぎ方法等を調整し、契約開始日までに保管物

の移管を滞りなく完了させること。なお、その際に発生する費用につ

いては、受託者が負担すること。

３ 運用において、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、

委託者と受託者で協議の上、決定するものとする。

                                以上


